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施工前  

（例） 

住宅建設実績○○年  ○○建設  ○△歩道橋 
愛称（文字面積＋ロゴ面積）は５㎡以内                        既存名称 

1文字＝50×50ｃｍ以内 

※愛称は、企業・団体名や商品名、キャッチフレーズやロゴマーク等（原則商標登録されたもの）です。 

施工後 

歩
道
橋
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ

パ
ー
ト
ナ
ー
募
集
！

歩道橋に愛称を命名することができる権利（ネーミングライツ）を

売却し、その収入を道路の維持管理費に充てることで市民の安全・安

心に役立ち、企業・団体等の広告の機会を拡大するとともに、地域貢

献の場を提供することを目的とした事業です。 

川口市では事業に賛同していただける企業・団体等（パートナー）

を募集します。 

市管理歩道橋等１７橋（次頁以降の一覧、案内図を参照ください。）

１橋あたり月額１５，０００円～（消費税別途） 

※ペデストリアンデッキは１橋あたり月額２５，０００円～

３年以上 

歩道橋ネーミングライツ事業について 

対象歩道橋

契約料

契約期間

※

応
募
方
法
、
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は

川
口
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

川口市マスコット「きゅぽらん」 イメージ図



番号 歩道橋等名 所在地
路線名

（通称名等）
橋長
（ｍ）

桁幅
(cm)

1 原町小学校前歩道橋 原町16番
幹線第１号線
（環状線通り）

19.6 60

2 むつみばし歩道橋 飯塚2丁目12番
幹線第１号線
（環状線通り）

14.4
桁なし
丸管

3 舟戸ひまわり橋 金山町16番 幹線第８号線 14 60

4 青木歩道橋 西青木2丁目13番
幹線第２８号線
（西川口陸橋通り）

18.3 68

5 前川１丁目歩道橋 南前川2丁目24番
幹線第３４号線
（青木町公園通り）

40.1 68

6 青木焼却場前歩道橋 青木3丁目24番 幹線第２６号線 18.1 60

7 末広歩道橋 末広3丁目7番
幹線第１６－１号線
（仁志町領家町線）

14.3 60

8 朝日東歩道橋 朝日6丁目20番
幹線第１８号線

（南平工業団地通り）
13.3 60

9 あずま歩道橋 朝日4丁目20番
幹線第１８号線

（南平工業団地通り）
31 130

10 きぞろなかよし歩道橋 大字木曽呂715番 幹線第７８号線 27.2 90

11 無名３１４号橋 元郷2丁目15番 幹線第８２号線 28.6 95

12 無名３１５号橋 元郷2丁目15番 南平第９９－２号線 13 95

13
ペデストリアンデッキ
（一部分のみ可）

栄町3丁目1番
中央第１６０号線
（幹線第７６号線上）

266 80

14 ペデストリアンデッキ 栄町3丁目6番
中央第１６１号線
（幹線第７６号線上）

142 80

15 ペデストリアンデッキ 川口1丁目1番
中央第１６２号線
（キュポラ広場上）

110 80

16 ペデストリアンデッキ 川口1丁目1番
中央第１６３号線
（幹線第７６号線上）

34.8 80

17 リリアパークトンネル
東口：幸町3丁目7番
西口：川口3丁目2番

幹線第２０号線
（八間通り）

東7
西8.2

東60
西160

令和６年５月３０日現在

※対象歩道橋一覧の番号と案内図の番号が一致しています。

※パートナー契約中又は審査中等の理由により募集を中止している場合があります。詳しくは
　川口市ＨＰをご覧ください。また、緊急工事や補修等によって応募を受けかねる場合があります。

対象歩道橋一覧



 令和６年５月３０日現在 

※各歩道橋の詳しい図面はホームページをご覧ください。 

対象歩道橋案内図 

イメージ図 

縮尺Ｆｒｅｅ 

Ｎ 



川口市歩道橋ネーミングライツ事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川口市広告掲載要綱第４条の規定に基づき、歩道橋に愛称を命名する権利

（以下「ネーミングライツ」という。）を企業・団体等に売却し、それにより得られる収入を

道路の維持管理費に充当する事業（以下「歩道橋ネーミングライツ事業」という。）につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 歩道橋ネーミングライツ事業は、市が管理する歩道橋のうち、別に定める対象歩道橋につ

いて実施する。 

（規格・標示位置） 

第３条 歩道橋に標示する愛称の規格等は、川口市広告掲載要綱及び川口市広告掲載基準を満た

し、別に定める募集要項に基づくものとする。 

（資格） 

第４条 市とネーミングライツの契約を締結する企業・団体等（以下「パートナー」という。）

は、別に定める募集要項の趣旨に賛同し、川口市広告掲載基準を満たすものとする。 

（募集方法） 

第５条 パートナーの募集は、別に定める募集要項に基づき、原則として公募により行うものとす

る。 

（選定） 

第６条 パートナーは、市職員で組織する川口市広告審査委員会（以下「審査会」という。）にお

いて、契約料、契約期間、愛称等必要な事項を審査した上で決定する。 

（優先順位） 

第７条 優先順位は、別に定める募集要項に基づき決定するものとする。 

（契約） 

第８条 市は、審査会において決定されたパートナーと、別に定める契約書により契約を締結する

ものとする。

（期間） 

第９条 歩道橋ネーミングライツ事業の契約期間は、概ね３年以上とする。なお、当該期間には愛

称の標示及び消去に係る期間が含まれるものとする。ただし、市及びパートナーとの協議によ

りこれを変更又は更新できる。 

（契約料） 

第10条 契約料は、別に定める募集要項に基づき決定するものとする。 

２ パートナーは、市が指定する期日までに契約料を納付するものとする。 

（契約料の不還付） 

第11条 納入された契約料は、原則還付しない。ただし、特別の理由があると認められる場合は契

約料の全部又は一部を還付することができる。 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。 

 附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

問い合わせ先 

川口市歩道橋ネーミングライツ事業担当 

川口市建設部道路管理課 

埼玉県川口市三ツ和１－１４－３ 

電 話：０４８－２８０－１２１３ 

ＦＡＸ：０４８－２８５－２００１ 

Ｅメール：110.02000@city.kawaguchi.saitama.jp 


